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令和５年横審第３５号 

裁    決 

貨物船Ａ桟橋衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 三級海技士（航海） 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官松崎範行出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの三級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和４年１１月２３日０８時５４分半僅か前 

 愛知県衣浦港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 貨物船Ａ 

  総 ト ン 数 ４９９トン 

  全 長 ７５.２４メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出   力 １,４７１キロワット 
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３ 事実の経過 

 Ａは、平成２８年７月に進水した船尾船橋型鋼製貨物船で、船橋の

操舵室前部中央に操舵スタンド、その左舷側にレーダー２台、同スタ

ンド右舷側に電子海図システム及び機関コンソールをそれぞれ装備し、

ａ受審人ほか４人が乗り組み、鋼材１,３２２トンを載せ、船首  

３.５メートル船尾４.６メートルの喫水をもって、令和４年１１月

２２日１４時００分愛知県三河港蒲郡地区を発し、衣浦港に向かった。 

ところで、Ａの操縦性能は、海上試運転成績表によれば、船首  

１.２１５メートル船尾３.２５０メートルの喫水のとき、前進速力 

１４.２３ノットの状態で、後進試験の際、全速力後進を発令してか

ら船体停止までに要した時間及び同航走距離が１分３７秒及び３０５

メートル、旋回試験の際、舵角を左右それぞれ３５度として９０度回

頭するのに要する各時間が４７秒及び４８秒で、各最大旋回直径が 

２６７メートル及び２５７メートルであった。 

また、衣浦港東岸の愛知県高浜川河口南方には、物流会社が所有す

る、南北方向に延びた４基のドルフィンからなる桟橋（以下「浅井桟

橋」という。）が築造されており、その桟橋から同港西岸までの距離

が４７０メートルであった。 

そして、ａ受審人は、浅井桟橋に着桟した経験が複数回あり、ふだ

ん、浅井桟橋へ出船左舷着けで着桟する場合には、北上して接近した

のちに右回頭を行い、回頭を終えた時点で浅井桟橋北端のドルフィン

の北方に位置するようにし、左舷前方に浅井桟橋を見る状態から接近

して着桟する方法を採っていた。 

 ａ受審人は、衣浦港に到着して浅井桟橋に向かう予定でいたところ、

既に着桟して荷役中の他船がいたことから、１６時３０分同港の中央

ふ頭北方で錨泊して時間調整を行い、翌２３日０８時４０分抜錨した
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のち、船橋で単独の船橋当直に就いて増速しながら浅井桟橋に向かっ

て北上を始め、０８時４３分半僅か過ぎ愛知県碧南市明石町に所在す

る標高８.８メートルの四等三角点明石（以下「明石三角点」とい

う。）から２３３度（真方位、以下同じ。）１,４２０メートルの地点

で、針路を０２２度に定め、１０.０ノットの速力（対地速力、以下

同じ。）で、手動操舵によって進行した。 

 ａ受審人は、０８時４５分半僅か過ぎ明石三角点から２５２度  

９４０メートルの地点に至り、針路を０１０度に転じて緩やかに減速

を始め、０８時４９分半少し過ぎ明石三角点から３１１度９７０メー

トルの地点で、４.３ノットの速力となったとき、右回頭を開始した。 

 ０８時５０分ａ受審人は、明石三角点から３１３度９９０メートル

の地点に達し、船首が０１８度を向き、速力が４.０ノットとなった

とき、浅井桟橋に綱取り業者が到着していないことに気付き、更に減

速した。 

 更に減速したとき、ａ受審人は、浅井桟橋まで３１０メートルとな

り、回頭角速度が減少したことを認めたが、右舵一杯として機関とバ

ウスラスターを併用して操作すれば、浅井桟橋北端付近に至る前に回

頭できるものと思い、着桟を中止しなかった。 

 こうして、ａ受審人は、０８時５４分僅か前機関を微速力後進にか

けてバウスラスターを作動させ、０８時５４分半少し前船首配置の一

等航海士から桟橋との距離が近い旨の報告を受け、機関を全速力後進

としてバウスラスターを右全速力にかけたものの、及ばず、０８時 

５４分半僅か前明石三角点から３３１度１,０１０メートルの地点に

おいて、Ａは、船首が０８６度を向き、０.６ノットの速力となった

とき、球状船首が浅井桟橋北端のドルフィンに衝突した。 

 当時、天候は雨で風力３の北西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期に
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あたり、視界は良好であった。 

 衝突の結果、球状船首外板に凹損を、桟橋は壁面コンクリートの剥

離等をそれぞれ生じたが、のちにいずれも修理された。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

本件桟橋衝突は、衣浦港において、浅井桟橋に向かって回頭しながら

接近中、減速したことによって回頭角速度が減少した際、着桟を中止せ

ず、浅井桟橋に向かって接近を続けたことによって発生したものである。 

ａ受審人は、衣浦港において、浅井桟橋に向かって回頭しながら接近

中、減速したことによって回頭角速度が減少したことを認めた場合、着

桟を中止すべき注意義務があった。ところが、同人は、右舵一杯として

機関とバウスラスターを併用して操作すれば、浅井桟橋北端付近に至る

前に回頭できるものと思い、着桟を中止しなかった職務上の過失により、

浅井桟橋との衝突を招き、船体及び桟橋にそれぞれ損傷を生じさせるに

至った。 

以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の三級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

令和６年３月２７日 

     横浜地方海難審判所 

          審 判 官  米  倉     毅 


